
平成２５年６月「水防法及び河川法の一部を改正する法律」が改正、交付さ
れ、この中で河川協力団体が創設されました。

河川協力団体指定制度は、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に
関する活動を行う民間団体等を支援するものであり、これらの団体を河川協
力団体に指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけ
ることにより、自発的な活動を促進しようとするものです。

那賀川河川事務所管内で公募を行いましたところ、阿南市の「横見町をき
れいにする会」より申請があり、審査の結果、指定されることになりました。

以下のとおり、指定証の伝達を行いますのでお知らせします。
日時： 平成２７年５月１５日（金） 午前１０時より

場所：国土交通省 那賀川河川事務所（別館３階 会議室）

四国における河川協力団体の指定状況は四国地方整備局ホームページ
でもご覧いただけます。

http://www.skr.mlit.go.jp/pres/h27backnum/index.html

那賀川の協力パートナーが指定されました
～「河川協力団体」指定証の伝達を行います～

平成２７年 ５月１１日
四国地方整備局
那賀川河川事務所

問い合わせ先：国土交通省 那賀川河川事務所
いちはら みちひろ

副 所 長 ：市原 道弘（内線：２０５）
いけぞえ よしきよ

◎管理課長：池添 好巨（内線：３３１）
ＴＥＬ：０８８４－２２－６５９２（管理課直通）

◎ ：主な問い合わせ先








